
  



  

 

 

  札幌は開拓使の時代から様々な分野で 

外国人技師の近代的な知識や技術を導入 

するなど海外文化の影響を色濃く受けた 

都市である。先人たちから受け継いだ歴 

史や文化を物語る建築物などを大切に継 

承し、質の高い景観を形成するため、都 

市景観条例に基づき「都市景観重要建築 

物等」として指定し、保存・活用に努め 

ている。また、平成17年度からは指定し 

た景観重要建築物等の改修等に要する経 

費の一部を助成する制度が始まる。  

 小樽は、明治から昭和初期にかけて北海道 

経済の中心地として栄え、当時の銀行建築や 

石造の倉庫群などが数多く残されています。 

これら歴史的資源の保全及び活用のため、「 

小樽市文化財保護条例」（１９６６年施行） 

や「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 

景観条例」（１９９２年施行）を制定し、小 

樽らしい新旧調和のとれたまちづくりをすす 

めています。  

 函館は，安政６年（１８５９）長崎・横浜 

とともに日本最初の国際貿易港として開かれ， 

様々な文化が流入し，異国情緒漂う独特のま 

ち並みを形成してきました。「どこにカメラ 

を置いても絵になる」。と言われた函館の歴 

史的景観をまもり，そだて，つくっておりま 

す。日本の道百選にも選ばれた元町の中でも 

特にエキゾチックな坂道である大三坂の先に 

続くチャチャ登り。教会群の背後に海が望め 

ます。  
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 角館町では、角館町角館伝統的建造物群保 

存地区保存計画に基づき、伝統的建造物を基 

盤として、これと一体化した歴史的風致を形 

成している環境を「生きたまま」保存すべく、 

保存地区内の様々な修理・修復・復元に努め 

ている。 

 また、秋田県が国から認定を受けた「美の 

国あきた景観特区」に当保存地区もなり、こ 

の制度を活用し、自然、歴史的景観の保全に 

努め、魅力ある町並みの形成を図っている。  

 大内宿は、会津若松と下野今市を結ぶ下野街道の主要宿場であり、

茅葺屋根の寄棟造りの主屋が妻面を街道に向け一定間隔をもって規

則的に建ち並び、この地方の典型的な形態をよく残している。 

 佐渡市では、佐渡市歴史的景観条例に基づき、伝統的建造

物群保存地区及び景観地区の歴史的景観の保全に努めている。

佐渡市宿根木は、北前船稼業で繁栄した当時をしのばせる伝

統的な建造物群や集落形成が、周囲の環境とともによく保存

されている港町として、平成３年に国の重要伝統的建造物群

保存地区の選定を受け、町並保存活動を進めている。また約

７ｋｍにわたる海岸線一帯は、昭和９年に国の天然記念物及

び名勝「佐渡小木海岸」に指定されており、自然景観と一帯

となった町並の形成を図っている。 
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 佐倉市では、城下町の面影を残す新町地区 

など、特色ある地域性に合わせた再整備を検 

討している。なお、新たな市民参画手法とし 

て、計画段階から地域住民を中心とした意見 

を反映させていくために、タウンミーティン 

グを実施している。 

 今後は、歴史的建造物の保存や空き店舗の 

活用など、歴史的景観を活かした中心市街地 

の活性化のため、旧城下町町屋通りの再生を 

目指していきたい。  

 伝建地区を代表する蔵造り町家「亀屋山 

崎茶店」の奥に建つ嘉永3年(1850)上棟の大 

蔵は、梁間５間、桁行12間の大きさを誇る 

川越最大規模の土蔵で元々は味噌醸造蔵と 

して建てられたものである。３年間かけて 

修理された大蔵は、「茶陶苑」として先代 

による蒐集の陶磁器のギャラリー、蔵の音 

響特性を活かしたコンサートホール、茶店 

ならではの日本茶のカフェに再生され、市 

民や来街者から親しまれている。  

 横浜市では、歴史的建造物を文化財に指定

して保存する方法に加えて、歴史的景観の継

承という観点から、本市独自の制度として

「歴史を生かしたまちづくり要綱」を定め、

歴史的建造物の保全活用を進めている。この

制度により、外観の維持保全への費用助成な

ど、所有者に対する支援を行いながら、これ

までに近代建築や西洋館など７０件を「横浜

市認定歴史的建造物」として認定し、保全し

ている。 
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 ４００余年もの間、内外の戦禍を受けてい 

ない金沢市には、様々な時代の特徴が見られ 

る家屋と街並みが残っている。しかし、近年 

は、まちなかの区域で町家（戦前に建築され 

た木造建築物）が毎年２７０棟以上のペース 

で失われつつある。 

 そこで、将来的にも地域に住まいながら町 

家を継承・活用していくための最初の取り組 

みとして、相続や維持管理等の潜在的な課題 

を探る基礎調査を実施する。  

                  塩尻市では、中山道の 

                 宿場町である奈良井宿が 

                 昭和５３年に国の「重要 

                 伝統的建造物群保存地区」   

                 に選定されて以来、町家 

                 などの建造物について修 

                 理・修景事業を継続的に 

                 行い、歴史的町並みの保 

                 全に努めている。 

 また、地区内において国土交通省の街なみ環境整備事業を計 

画しており、歴史的町並景観の大きな要素である道路等も景観 

向上整備を行うことによって、一体的で、より良好な歴史的町 

並景観の創出を図っていく。  

 

               妻籠宿は慶長六年(1601年) 

              江戸幕府によって「宿駅」が 

              定められ、江戸から四十二番 

              目の宿場として整備された。 

              明治以降宿場とての機能を失 

              い衰退の一途をたどったが、 

              昭和四十三年から始まった町 

              並保存事業により江戸時代の 

              面影がよみがえった。昭和五

十一年に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定を受けた。

妻籠保存地区の選定面積は1245.4haと広大である。これは、

妻籠宿の景観は単に町並だけではなく、その屋根の連なりか

ら見える緑濃い山々まで保存しなければ完結しないという思

想から、周囲の自然景観も一体とした選定となっている。 
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 萩町集落内には、大小１１３棟の

合掌造りが点在し、その周辺には水

田、畑及び背景の山林が残されてお

り農山村特有の景観が維持されてい

ます。平成７年合掌造り家屋群を中

心とする農村景観が世界文化遺産と

して登録されました。 

  恵那市では、恵那市伝統的建造物群保存

地区保存条例に基づき、岩村町本通地区

を指定し、伝統的な建造物とその町並み

の保存整備を図っている。 

岩村町は、鎌倉時代の創築といわれる山

城を頂く江戸時代の城下町を核として、

近世から近代にかけて栄えた町である。

保存地区は延長1.3kmにわたって町家が連

担し、周辺環境と一体となって良好な景

観を今に伝えている。 

  高山市では、昭和47年に全国的にも先駆け 

となる市街地景観保存条例を設け、以来、官 

民あげて良好な景観づくりに取り組んでいる。 

国の重伝建の選定を受けている高山市三町地 

区は、町並みの質の高さに加え、伝統的建造 

物群の整備が行き届いたことにより国内外か 

ら高い評価を受け、連日多くの観光客で賑わ 

っている。 

 平成１６年には下二之町大新町地区が新た

に重伝建の選定を受けるなど町並みまちづく

りは新たな段階に至っている。  
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 名古屋市の住宅都市局都市景観室では， 

都市景観整備地区(６地区の)指定や都市 

景観重要建築物(５９件)の指定などの施

策を，又，教育委員会文化財保護室では， 

町並み保存地区(４地区)を指定するなど 

歴史的町並みの保存事業を行っている。 

  亀山市は、平成１７年１月１１日、亀山市

と関町が合併して誕生した。市内のほぼ中央

を東海道が横断し、亀山宿・関宿・坂下宿の

３宿がある。亀山宿は、宿場であるとともに

城下町でもあり、亀山城の遺構「多聞櫓」は

市の歴史的景観のシンボルである。関宿の町

並みは、東海道の宿場町では唯一重要伝統的

建造物群保存地区に選定されている。坂下宿

は、東海道随一の難所鈴鹿峠を控えた山間の

宿である。こうした３宿を「東海道歴史文化

回廊」として位置付け、新市の歴史的景観の

核としてその保存整備をすすめている。  

  美濃市は岐阜県の中南部に位置し、清流長

良川と板取川の豊かな水と周辺の緑濃き山々

の美しい自然に恵まれ、「美濃和紙」や「う

だつ」に代表されるように文化・歴史が息づ

く町です。特に中心市街地のうだつのある町

並みは、江戸時代初期に築かれた町並みでも

あり、現在も地域性豊かな意匠や造形をもっ

た伝統的な建造物が多く残り、特色のある歴

史的景観が保たれていることから平成１１年

５月に国の「重要伝統的建造物群保存地区」

に選定されました。  
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 今井町は室町時代後期に一向宗の寺内町と

して成立し、江戸時代には中南和の商業都市

として発展した。現在も往時の町割りや町並

みを残す我が国有数の歴史的市街地を形成し

ていて、平成５年に「重要伝統的建造物群保

存地区」の選定を受けた。また付近には、藤

原宮跡や大和三山などの古代からの歴史的風

土が広がっている。 

 橿原市では、橿原市伝統的建造物群保存地

区保存条例に基づき、伝統的な建造物により

構成されている地域の景観保存及び、町並み

保存に努めている。  

■ 古都の景観 奈良公園・平城宮跡・西ノ京 

 等の周辺では、古都保存法や奈良県風致地区 

 条例等により、世界的な文化遺産とそれらを 

 取り巻く自然が一体となった、「古都奈良」 

 を特徴づける独特の景観の保全を図っていま 

 す。 

■ 伝統的町並み景観 「奈良町」とよばれる 

 旧市街地では、奈良市都市景観条例によって 

 約48.3haの地区を定め、伝統的な町並みにふ 

 さわしい景観の形成に努めています。取り組 

 みも10年を越え、町に活気が戻ってきました。 

 京都市では美観地区（景観地区）等の広域な 

規制に加えて、独自施策である歴史的景観保全 

修景地区制度（約１４ha）、界わい景観整備地 

区制度（約１１８ha）、歴史的意匠建造物制度 

(１０８件)等により、きめ細やかな規制と補助 

による景観の整備に努めている。 

 いま、景観法の制定を一つの契機と捉え「時

を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」を設

置し、既存制度の再編・拡充や、景観重要建造

物等の新たな制度を最大限に活用していくこと

により、保全・再生・創造による京都の創生を

目指している。 
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 兵庫県の中東部、豊かな山々に囲まれた小盆

地に篠山城下町は位置します。慶長14年(1609)

の天下普請による篠山築城後、計画的に町並み

が整備されました。篠山城跡を中心に茅葺の武

家屋敷と妻入商家群が残る町並みは、江戸時代

から昭和戦前期までの歴史的景観をよく残して

いることから、平成１６年１２月に国の重要伝

統的建造物群保存地区に選定されました。  

 1868年１月１日の兵庫開港で設けられた外国

人居留地は、海外貿易の窓口となりましたが、

造成整備が間に合わず、来航した外国商人は住

居をその周辺に求めました。 

 北野町・山本通は、明治初年から多くの洋館 

が建築され、第二次世界大戦までは２００棟以 

上の洋館と和風住宅が建ち並び独特の雰囲気の 

ある住宅地となっていました。戦災、経済成長 

の余波、老朽化によって一部の異人館が消滅し 

ましたが、いまなお異国情緒豊かな当時の面影 

を残しています。  

 尼崎市では、都市美の形成を図り、誇りと愛

着と活力のある美しいまちを実現することを目

的とした「尼崎市都市美形成条例」を制定し、

景観に関する取組を進めています。 

 寺町は尼崎がかつて城下町であった面影を今

に伝え、１１ヶ寺が軒を連ねる本市を代表する

歴史的、伝統的なまちなみ景観を呈しており、

文化財の宝庫となっている地域です。 
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 松江市では、松江市伝統美観保存条例によ 

り伝統美観地区を定め、保全や改善に努めて 

いる。また市町村合併により歴史的景観資源 

が増えたことにより、新たに施行された景観 

法に基づき地区指定を行う等、更なる歴史的 

景観の保全、改善、創造に努めていく。（左 

写真は松江市美保関町にある青石畳通り。江 

戸時代に寄港地として栄えた商業地であり、 

当時の面影を残す町並みと青石畳の道が、落 

ち着いた雰囲気を醸し出している。） 

 倉敷市の歴史的景観の保存は、昭和２０年

代前半から地元先覚者による蔵などの保存・

活用から始まる。昭和43年に伝統美観保存条

例を制定し、行政・住民主体の取り組みが続

けられ今日に到る。倉敷川畔を中心とする美

観地区には、本瓦葺塗屋造りの町屋と土蔵造

りの蔵などの伝統的建造物が立ち並び、江戸

時代商家町の風情がよく残っている。また、

その後に建てられた洋風建築とも調和して、

歴史的景観の保存が図られている。  

 津山城を中心に城下町として栄えた

当時の面影を今に伝えた，旧出雲街道

に面する城東地区は，江戸時代からの

町家の佇まいが多く残っています。こ

の町並みを保存整備するため，昭和６

３年度から規制によらない町並保存事

業として，修理修景補助を行っていま

す。 

 また，平成１６年度には津山城の備

中櫓復元整備が完成しています。  
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  竹原市は，瀬戸内沿岸の美しい海と緑

の山に囲まれた温暖で寡雨な都市です。

江戸時代製塩業で冨を蓄積し，加えて廻

船や酒造で繁栄し，町人文化もすこぶる

隆盛をみた。江戸時代中期から明治時代

に建てられた本瓦葺・塗込造の家で，国

重要伝統的建造物群保存地区に選定され，

また，市木の竹で整備された竹並木を活

かしている。 

 柳井市古市金屋地区は、昭和５９年に重要 

伝統的建造物群保存地区に選定され２０年余

りが経過した。柳井市伝統的建造物群保存地

区保存条例に基づき、伝統的建造物による古

い町並みの保存に努めている。 

 この間、「柳井市白壁の町並みを守る会」、

「柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議

会」が設置され、地区内建造物の保存修理・

修景は現在までに９割を超えている。  

 内子町の市街地内にある八日市・護国の町 

並みは、江戸末期から明治にかけて和紙と木 

蝋の生産で栄えた往時の家並みが約６００ｍ 

に渡って続いています。浅黄色の壁を基調に 

意匠を凝らした町家建築が今も生活の場とし 

て落ち着きのある佇まいを醸しだし、その魅 

力に多くの観光客が訪れています。 

 これらの景観を保全するため、文化財保存 

事業、街なみ環境整備事業等を実施して町の 

基調な財産を次の世代へと引き継いでいます。  
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 臼杵市では、臼杵市歴史環境保全条例に基 

づく保全地域において、城下町景観の保全を 

はかるために民家等に対する修景助成制度の 

ほか、街なみ環境整備事業等による街路の石 

畳美装化など、公有施設の修景をすすめてい 

る。起伏に富んだ臼杵の城下町景観が、より 

立体的に修景整備され、良好な地域特性をア

ピールしている。 

 
 １７世紀のはじめ、朝鮮陶工李参平らによ

る豊富で良質な磁器の原料の発見により日本

で最初の磁器の生産地としてその名を馳せる。

江戸期から昭和初期までの町屋と明治期から

昭和初期にかけての洋館や洋風建築等が混在

するという変化に富む町並みであると共に窯

元の屋敷など建物の質が高く、現在もその家

で事業を営み、住み、憩うという、活きた町

並みである。  

 長崎市の東山手や南山手一帯は、開国と同

時に造成された居留地であり、各国の領事館

および民家等の洋館が立ち並び、異国情緒豊

かな町並み景観が形成されている。特に、東

山手地区においては、７棟の洋風住宅群の復

元により、居留地時代の街並みが再現されて

いる。 

 また、教会堂建築、領事館建築、学校建築

等も現存している。長崎市では、伝建条例や

景観条例に基づき、建造物や、遺構等の保存

を図りながらまちづくりを進めている。 
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 日向市では、日向市伝統的建造物群保存地

区保存条例に基づき、美々津町並み保存地区

の景観保全を図っている。 

 また、日向市美々津重要伝統的建造物群保

存地区保存計画に基づき、年次計画にて保存

整備事業を継続しており、歴史的景観を構成

する伝統的建造物及び環境物件の修理、修景、

復旧に努めている。  

 飫肥藩伊東家５万１千石の城下町として、 

江戸時代初期の城下町としての地割りをよく 

留めている。街路幅が当時のまま維持されて 

いるために、街路に面した石垣、生垣、門な 

どが保存された。酒谷川に三方を囲まれた城 

下は、正方形に近い地割りとなっており、飫 

肥城に近い方から上級家臣、中級家臣、町家、 

下級家臣の屋敷配置がなされていた。 

 武家屋敷は格式に応じて門を構え、飫肥石 

や玉石の石垣の上にお茶等の生垣で囲まれて 

いる。  

 知覧は，薩摩藩の１１３外城の一つで，南

薩の要衝として知覧島津氏（佐多氏）の私領

地であった。伝統的建造物群保存地区として

保存されている町並みは，今から約２５０年

前に整備されたと伝えられる。 

 昭和５６年に重要伝統的建造物群保存地区

に選定され，保存計画及び保存条例に基づき，

地区住民の生活向上に配慮しながら歴史的景

観の保全に努めている。 

 また，隣接する県道については，地区と調

和のとれた街路整備を行っている。 
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  壷屋地区は、琉球王朝時代に首里王府が窯 

業振興を図って以来、今日においても陶器の 

一大生産地として、全国的に知られた地域で 

す。 

 また、去る大戦の戦火を逃れた屋敷、登り 

窯や石垣、カー（井戸）等も数多く残ってお 

り、往時の風景を今に伝えています。壷屋地 

区は、那覇の歴史・文化景観を代表する地域 

の一つであることから、都市景観形成地域の 

指定を行い、地区の特性を活かした協働型の 

まちづくりを進めております。  

第１条（名称） この会の名称を歴史的景観都市協議会（以下「協議会」という。）とする。 

第２条（目的） 協議会は、風趣ある歴史的、伝統的な市街地景観の保全を図っている都市（以下「歴史的景 

 観都市」という。）相互の交流を深め、共通の課題について調査し、研究し、協議し、もって各歴史的景 

 観都市各々の施策の推進に資する」ことを目的とする。 

第３条（組織） 協議会は、前条に規定する目的に賛同する市区町村（以下「会員都市」という。）によっ 

 て組織する。  

第４条（活動） 協議会は、第２条に規定する目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。 

 （1） 情報交換 

 （2） 共通の課題に対する調査 

 （3） 関係機関への要望 

 （4） 前３号に掲げるもののほか、第２条の目的を達成するために必要と認められる活動 

第５条（役員都市） 協議会に役員都市として会長都市１、代表幹事都市１、幹事都市６及び会計監査都市１  
 を置く。 
 ２ 会長都市は、会員都市の推挙によりこれを定める。 
 ３ 代表幹事都市は別に定めるところにより、総会の開催を担当するブロック（以下「総会担当ブロック」  
  という。）に属する。 
 ４ 幹事都市は別に定めるところにより、各ブロックに属する会員都市の互選によりこれを定める。 
 ５ 会計監査都市は別に定めるところにより、総会担当ブロックに属さない会員都市の互選によりこれを定  
  める。 
 ６ 役員都市の任期は、会長都市を除き１年とする。 
 ７ 役員都市は他の役員都市と兼務できないものとする。  

第７条（会議） 協議会の会議は、総会、幹事会及び協議会活動のために必要となる調査、研究等を目的とした  
 会議（以下「活動会議」という。）とする。 
 ２ 総会は、会員都市の全部により組織し、協議会の会務の執行に関して重要な事項を協議し、決定する。 
 ３ 幹事会は、幹事都市により組織し、協議会の会務の執行に関する事項を協議し、決定する。 
 ４ 活動会議は、活動目的に対して参集した都市（以下「活動都市」という。）により組織し、目的行為を討  
  議し、必要な事項を決定する。 
 ５ 活動会議における活動内容は、幹事会で承認を受けるものとする。 
 ６ 活動会議の長は、活動結果を総会で報告しなければならない。 

第10条（事務局） 協議会の事務局は、代表幹事都市に置く。 

第11条（経費） 協議会の経費は、会員都市の負担金及び総会を開催する都市の総会負担金によってまかなう。 

 ２ 協議会の負担金は、１会員都市につき、年額５万円とする。 

 ３ 経費の支出は、第２条に規定する目的を達成するためにのみに執行する。 
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